
旭化成グループ人権方針 

  

人権尊重は、旭化成グループの全ての活動の前提を成すものです。その基本的な考え方と取

り組みについて示した本方針を旭化成グループは遵守し、経営理念「世界の人々の”いのち”

と”くらし”に貢献する」を追求します。 

旭化成グループの世界の人びとへの想いは時代や社会が変わっても不変です。多様な人び

とが互いの個性と人権を尊重し、誰もが生き生きとして暮らせることは何よりも大切と、旭

化成グループは考えます。 

 

旭化成グループは本方針をグループ各社の全ての役員・社員（非正規社員も含む）に適用す

るとともに、サプライヤーを含む全てのビジネスパートナーの皆さまが本方針を理解し、支

持することを期待します。 

 

  

基本的な考え方   

旭化成グループは、自らの活動および事業のバリューチェーン全体におけるステークホル

ダーの全ての皆さまの人権を尊重します。 

 

 旭化成グループは「国際人権章典」および ILO (国際労働機関)の「労働における基本的

原則および権利に関する宣言」に定められている人権を尊重し、加えて、国連グローバルコ

ンパクトの 10 原則と国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」を支持します。旭化成グ

ループはこれらの規範等に則った取り組みを実施していきます。 

 

旭化成グループは、活動を行う全ての国・地域において、関連する法令を理解し、遵守しま

す。万一、当該国・地域の法規制が国際的な規範等と異なる場合は、当該国・地域の法令を

遵守しながら、国際的な人権規範等を尊重するための方法を追求します。 

 

旭化成グループは、事業のバリューチェーンにおいて人権侵害が認められる場合には、ビジ

ネスパートナーの皆さまと協働でその低減・解消に努めます。 

 

 

人権尊重の実践 

旭化成グループは以下を実践します。 

・労働時間と賃金に関する法令を遵守します。 

 



・安全・衛生に関する法令を遵守します。また、事故や災害の発生を予防し、安全で衛生的

な職場環境をつくり、従業員の心身の健康が保たれるよう努めます。 

・人身取引、強制労働、奴隷労働、児童労働を一切認めません。 

・人種・民族・出生・国籍・宗教・性別・性的指向・障害・思想などを理由とした差別と 

ハラスメント行為を含む、あらゆる非人道的な扱いを認めません。 

・個人情報の保護に関する法令を遵守し、必要な管理を適切に行います。 

・製品の品質と安全性の確保を通じ、ステークホルダーの皆さまの安全と健康を守ります。  

・地域の文化を理解し、安全や健康を含む地域社会の皆さまの人権を尊重します。 

 

人権尊重の推進  

関係者に対する人権についてのトレーニング 

旭化成グループは、全ての役員・社員（非正規社員も含む）に対して、本方針の実践に必要

な教育を実施していきます。 

 

人権デュー・ディリジェンス 

旭化成グループは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいて、人権デュー・

ディリジェンスを実施します。具体的には、人権リスクを評価し、特定した人権侵害を防止・

軽減する取り組みを行います。人権侵害を旭化成グループが引き起こし、または助長したこ

とが明らかになった場合には、適切な手段による是正、救済に取り組みます。 

  

ステークホルダーとの対話・協議 

旭化成グループは、活動において人権への影響を受ける、あるいは受ける可能性がある 

ステークホルダーの視点から人権課題に対応することの重要性を認識し、人権課題の理解

や改善・解決のため、関係するステークホルダーの皆さまと適時に対話・協議を行います。 

 

通報・相談窓口 

旭化成グループは、自社ならびにお取引先の従業員が人権に関する懸念事項について通報

できるシステムを設け、その実効性向上に努めます。通報においては、秘密保持と個人情報

保護を行う一方、通報を理由とする通報者の不利益な取り扱いは行いません。 

 

情報公開 

旭化成グループは、人権尊重に関する取り組みの結果を確認し、ウェブサイト、統合報告書

などを通じて定期的に開示します。 

 

(2022 年 3 月 8 日 旭化成株式会社 取締役会決定) 


